
飯塚市告示第 136号   

 

飯塚市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則(平成21年飯塚市規則第35号）第

2条の規定により、児童クラブの名称及び定員については、次のとおり告示する。 

令和8年4月1日 

 飯塚市長  武 井 政 一   

 

名称 定員（人） 

二瀬児童クラブ 130 

幸袋児童クラブ 200 

立岩児童クラブ 360 

飯塚東児童クラブ 175 

飯塚児童クラブ 110 

菰田児童クラブ 100 

鯰田児童クラブ 110 

片島児童クラブ 210 

飯塚鎮西児童クラブ 260 

伊岐須児童クラブ 120 

穂波東児童クラブ 320 

椋本児童クラブ 160 

高田児童クラブ 55 

若菜児童クラブ 170 

内野児童クラブ 30 

大分児童クラブ 95 

上穂波児童クラブ 110 

庄内児童クラブ 270 

頴田児童クラブ 95 

合計 3,080 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 


